
５ 案内標示等 
 
  
    整 備 基 準                                       

 図面及び案内標示 
 等の名称又は番号 
 （記号） 

 
   設 計 内 容                       

 
 判定 

 

 案内標示等  案内標示等を設ける場合には，身体障害者 
 等に配慮した案内標示等を設置 

  （設置の有無）・ 有  ・ 無  

 各施設の位置の表示  （表示の有無）・ 有  ・ 無  

 文字を識別しやすいもの  （文字の識別）・ 難  ・ 易  

 必要に応じて点字による表示  （設置の有無）・ 有  ・ 無  

 必要に応じて触知図による表示  （設置の有無）・ 有  ・ 無  

 必要に応じて音声による案内等の装置  （設置の有無）・ 有  ・ 無  

 設置箇所，表記方法等の配慮  平面図に設置箇所を記入してくだ 
 さい。 

 

 
（注意）１ 記入方法 
     ⑴ 「図面及び案内標示等の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。 
     ⑵ 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項 

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。 
    ２ 用語の説明 
      「案内標示等」とは，案内板，案内標示その他これらに類するものをいいます。 
 
６ 誘導標示 
 
  
    整 備 基 準                                       

 図面及び誘導標示 
 の名称又は番号                 
 （記号） 

 
   設 計 内 容                       

 
 判定 

 

 道等へ通ず 
 る出入口か 
 ら案内標示 
 等までの園 
 路等 

 原則として線状ブロックの敷設   平面図に敷設箇所を記入し，使用 
 する床材のカタログ等を添付して 
 ください。 

 

 案内標示等 
 に近接する 
 園路等 

 原則として点状ブロックの敷設   平面図に敷設箇所を記入し，使用 
 する床材のカタログ等を添付して 
 ください。 

 

 
（注意）１ 記入方法 
     ⑴ 「図面及び附帯施設の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。 
     ⑵ 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項 

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。 
    ２ 用語の説明 
     ⑴ 「園路等」とは，園路その他これに類するものをいいます。 
     ⑵ 「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するも 

のであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等 
      により容易に識別できるものをいいます。 
     ⑶ 「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設され 
      るブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明 
      度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。 
    ３ 整備基準の説明 
      線状ブロックは，１以上の出入口からの経路について適合させてください。 
 
７ 附帯施設 
 
  
    整 備 基 準                                       

 図面及び附帯施設 
 の名称又は番号                 
 （記号） 

 
   設 計 内 容                       

 
 判定 

 

 身体障害者等に配慮した設備の設置   （ベンチ）   ・有  ・無 
 （水飲器）   ・有  ・無 
 （自動販売機） ・有  ・無 
 （野外卓）   ・有  ・無 

 

 
（注意） 記入方法 
     ⑴ 「図面及び附帯施設の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。 
     ⑵ 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項 

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。                         


